
外国人技能実習生にも労働基準関係法令が適用されます 
 
  
 
 
 
 
・技能実習生の労働基準関係法令の適用と関係法令について 
・長崎県の最低賃金について 
・「外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援」と「外国人雇用状況の届出 
 制度」について 
 

（参考）外国人技能実習生に係る送検事例（長崎労働局管内） 
事例１ 平成２２年９月、縫製業者及び代表取締役を送検 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
事例２ 平成２３年１０月、縫製業者、実質的な代表者及び責任者を送検 
 
 
  
 
 
 
事例３ 平成２４年６月、縫製業者及び実質的な代表者を送検 
 
 
 
 
・全国における技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況 

日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法等関係

法令（以下「労働基準関係法令」といいます。）が適用されます。 
 外国人技能実習生の法的保護の強化を図るため、「出入国管理及び難民認定法」が

改正され、技能実習生は入国１年目から労働基準法上の労働者として、労働基準関係

法令が適用されます。 
 

 技能実習生５名に対する６カ月間の合計２，３０９時間の時間外労働及び３６０時

間の休日労働に関し、時間額４００円しか支払わず法定の割増賃金額を支払わなかっ

たもの（労働基準法第３７条違反）。 
 臨検監督を実施したところ労働基準法違反が認められたが、代表取締役は、行政か

らの法違反の指摘を免れるべく技能実習生に対し口止めを行い、また時間外労働と休

日労働の時間数及び割増賃金額を賃金台帳に記載せず、別のノートで管理していたこ

とが判明したもの。 
 

 技能実習生６名を含めた労働者合計１５名に対する７カ月間の賃金総額約１，４３

４万円を毎月の所定支払日に支払わなかったもの（最低賃金法第４条違反）。 
 実質的な代表者は、技能実習実施機関である被疑会社に対し、技能実習が実施計画

に基づき適切に実施されるように指導する立場にある監理団体の理事長。 

 技能実習生９名を含めた労働者合計２７名に対する９カ月間の賃金総額約２８０

７万円を毎月の所定支払日に支払わなかったもの（最低賃金法第４条違反）。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/dl/ginou.pdf
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/saitin/201412/leaflet-14120105.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaikokujin-kakuho/

